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臨
床
学
術
学
会
部
は
佐
久

間
泰
司
氏
（
大
阪
歯
科
大
学

歯
科
麻
酔
学
講
座
准
教
授
）

を
講
師
に
10
月
17
日
、
生
涯

レセプト
電子請求

猶
予
・
免
除
手
続
き
で
説
明
会

〝
狙
い
は
医
療
の
市
場
化
〞

４
．
医
療
費
適
正
化
計
画
に

つ
い
て

•
医
療
費
適
正
化
計
画
は
、

数
値
目
標
を
絶
対
化
し
な
い

こ
と

５
．
審
査
・
指
導
の
民
主
化

に
つ
い
て

•
都
道
府
県
個
別
指
導
は
行

政
手
続
法
・
行
政
手
続
条
例

に
基
づ
き
、
公
正
で
民
主
的

に
行
う
こ
と
。
指
導
に
あ
た

っ
て
は
「
保
険
診
療
の
取
扱

い
、
診
療
報
酬
の
請
求
等
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
周
知

徹
底
さ
せ
る
」
と
い
う
指
導

の
目
的
と
趣
旨
を
遵
守
し
、

域
化
は
せ
ず
、
市
町
村
・
国

保
組
合
へ
の
補
助
金
を
増
額

し
、
高
す
ぎ
る
国
保
料
の
抑

制
に
努
め
る
こ
と

•
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
の

対
象
者
を
資
格
証
明
書
の
対

象
か
ら
除
外
す
る
よ
う
市
町

村
に
指
導
す
る
こ
と

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

は
、
入
通
院
と
も
た
だ
ち
に

義
務
教
育
終
了
ま
で
対
象
年

齢
を
拡
大
す
る
こ
と

３
．
国
民
健
康
保
険
事
業
に

つ
い
て

•
保
険
料
の
引
き
上
げ
に
つ

な
が
る
国
民
健
康
保
険
の
広

階
的
に
無
く
す
こ
と

•
全
国
で
最
低
水
準
の
乳
幼

児
医
療
費
助
成
制
度
の
通
院

対
象
年
齢
を
た
だ
ち
に
就
学

前
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と

•
歯
科
の
特
性
を
勘
案
し
、

１
．
府
政
運
営
・「
財
政
構

造
改
革
プ
ラ
ン（
素
案
）」
に

つ
い
て

•
「
財
政
構
造
改
革
プ
ラ

ン
」
の
よ
う
に
無
駄
な
大
型

開
発
の
推
進
、
住
民
福
祉
切

り
捨
て
一
辺
倒
の
こ
れ
ま
で

の
財
政
再
建
路
線
は
や
め
、

府
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を

守
る
観
点
か
ら
財
政
再
建
計

画
を
見
直
す
こ
と

２
．
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

に
つ
い
て

•
府
民
が
お
金
の
心
配
な

く
、い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、

安
全
・
安
心
な
医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
福
祉
医
療
費
助

成
制
度
の
窓
口
負
担
を
当

面
、
月
５
０
０
円
と
し
、
段

府
民
の
い
の
ち
・
暮
ら
し
を
最
優
先
に
し
た
府
政
運
営

で
大
阪
経
済
を
下
支
え
し
、財
政
再
建
を
求
め
る

レセプト電子請求の狙いと、猶予・免除手続
きについて解説した説明会。個別相談にも応
じた＝10月24日、Ｍ＆Ｄホール

院内システムとして捉え医
療
安
全
対
策 10月度生涯研修講座

〈休業保障ご加入の先生へ〉

●必ず第三者の医師の診療を受けて下さい
　受診以後の休業が給付の対象です（免責５日間）
●休業中は完全にお仕事をお休み下さい
　短時間の診療や管理者としての執務も業務とみ
なされます
●復業前には必ず主治医の診療を受けて下さい
※保障内容や給付要件、請求方法など詳細は共済
部までお問い合わせ下さい

㉓ 06－6568－7731

休んだらすぐ、保険医協会休んだらすぐ、保険医協会
共済部までご連絡ください共済部までご連絡ください

が
、
個
別
に
免
除
・
猶
予
届

の
書
き
方
や
明
細
書
発
行
義

務
化
に
つ
い
て
も
説
明
し
、

参
加
者
か
ら
は
「
届
出
書

は
、
国
保
連
合
会
と
支
払
基

金
に
提
出
す
る
の
か
」「
届

出
に
必
要
な
添
付
書
類
を
紛

失
し
た
場
合
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
」
な
ど
の
質
問
が
寄
せ

ら
れ
た
。

国
民
や
医
療
関
係
者
に
向
け

た
サ
ー
ビ
ス
で
な
く
「
保
険

者
」
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
と
指
摘
し
た
。
国
民
総
背

番
号
制
に
つ
な
が
る
電
子
レ

セ
プ
ト
請
求
の
完
全
撤
廃
や

国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の

侵
害
を
許
さ
な
い
と
い
う
協

会
の
方
針
を
訴
え
た
。

　

ま
た
、
社
保
研
究
部
員

さ
れ
る
取
り
扱
い
を
解
説
す

る
た
め
、
社
保
研
究
部
は

「
レ
セ
プ
ト
電
子
請
求
適
用

除
外
手
続
き
説
明
会
」
を
10

月
24
日
、
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で

開
き
、
68
人
が
参
加
し
た
。

　

レ
セ
プ
ト
の
請
求
方
法
を

巡
っ
て
は
、
昨
年
11
月
、
オ

ン
ラ
イ
ン
義
務
化
撤
回
を
求

め
る
協
会
な
ど
の
運
動
で
厚

労
省
は
省
令
を
改
正
。
来
年

４
月
診
療
分
か
ら
電
子
請
求

に
原
則
化
さ
れ
て
い
る
。

　

小
澤
力
副
理
事
長
は
、
レ

セ
プ
ト
電
子
請
求
を
推
し
進

め
る
目
的
に
、
国
家
に
よ
る

医
療
費
抑
制
や
財
界
の
医
療

の
市
場
化
の
狙
い
が
あ
る
と

指
摘
。「
審
査
支
払
機
関
の

在
り
方
検
討
会
」
で
提
示
さ

れ
た
サ
ー
ビ
ス
向
上
計
画
案

で
は
、
レ
セ
プ
ト
の
縦
覧
点

検
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
チ
ェ

ッ
ク
に
よ
る
一
律
的
な
審
査

の
強
化
な
ど
で
あ
る
と
し
、

プ
の
使
用
期
限
は
２
年
程
度

な
の
で
注
意
を
」
と
呼
び
か

け
た
。 （
東
住
吉
区
・
森
啓
）

こ
と
を
説
明
。
見
落
と
し
が

ち
な
点
と
し
て
、
充
填
用
レ

ジ
ン
を
挙
げ
、「
フ
ロ
ー
タ
イ

は
、
有
効
期
限
の
確
認
と
共

に
、
特
定
生
物
由
来
製
品
は

使
用
記
録
を
20
年
保
存
す
る

請
求
の
原
則
化
以
降
も
届
出

に
よ
っ
て
免
除
ま
た
は
猶
予

　

レ
セ
プ
ト
電
子
請
求
が
も

た
ら
す
多
く
の
問
題
や
電
子

隠
ぺ
い
し
よ
う
と
し
て
起
こ

っ
た
」と
指
摘
。ミ
ス
を
ゼ
ロ

に
は
で
き
な
い
と
い
う
観
点

か
ら
、
個
人
の
責
任
で
は
な

く
、
院
内
全
体
の
シ
ス
テ
ム

と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る

と
説
明
し
た
。
佐
久
間
氏
は

「
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
の
段
階

か
ら
報
告
制
度
を
つ
く
り
、

業
務
シ
ス
テ
ム
の
改
善
で
ミ

ス
を
起
こ
し
に
く
い
手
順
を

つ
く
る
」
こ
と
を
訴
え
た
。

　

厚
労
省
は
安
全
対
策
と
し

て
、
安
全
管
理
の
た
め
の
委

員
会
の
開
催
や
職
員
研
修
な

ど
を
義
務
付
け
て
い
る
。
安

全
管
理
委
員
会
は
ス
タ
ッ
フ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
開
催
す
る

こ
と
も
可
能
と
し
、
職
員
研

修
は
①
安
全
管
理
と
感
染
対

策
の
講
習
会
は
各
年
２
回
の

開
催
②
感
染
対
策
講
習
会
の

記
録
は
５
年
程
度
保
存―

―

な
ど
注
意
点
を
解
説
し
た
。

　

医
薬
品
の
管
理
体
制
で

懇
切
丁
寧
に
行
う
こ
と

•
指
導
に
際
し
て
、
被
指
導

者
の
求
め
る
帯
同
者
を
認
め

る
こ
と

•
個
別
指
導
の
実
施
に
あ
た

っ
て
、
被
指
導
者
か
ら
そ
の

選
定
理
由
の
問
い
合
わ
せ
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
府
と
し

て
具
体
的
に
答
え
る
こ
と

•
指
導
の
実
施
通
知
は
、
少

な
く
と
も
指
導
日
の
３
週
間

前
に
対
象
医
療
機
関
に
通
知

す
る
こ
と

•
指
導
対
象
の
患
者
名
簿

は
、
少
な
く
と
も
指
導
日
の

３
週
間
前
に
対
象
医
療
機
関

施
し
な
い
こ
と
。

６
．
口
腔
保
健
事
業
に
つ
い
て

•
府
は
口
腔
保
健
事
業
の
総

合
的
な
企
画
・
立
案
と
実
施

状
況
の
把
握
に
努
め
る
こ

と
。
そ
の
た
め
、
歯
科
保
健

関
係
の
位
置
づ
け
を
高
め
歯

科
保
健
推
進
事
業
室
な
ど
を

設
置
す
る
こ
と

•
各
市
町
村
で
の
歯
科
健
診

の
内
容
等
に
格
差
が
生
じ
な

い
よ
う
府
と
し
て
財
政
援
助

な
ど
の
措
置
を
と
る
こ
と

７
．
歯
科
医
療
の
供
給
体
制

に
つ
い
て

•
「
駐
車
禁
止
の
規
制
等
の

対
象
か
ら
除
く
車
両
」
措
置

（
大
阪
府
道
路
交
通
規
則
・

第
２
条
）
を
ベ
ー
ス
に
、
同

措
置
の
範
囲
は
当
該
医
療
機

関
を
中
心
と
す
る
半
径
16
㌔

圏
域
（
厚
生
労
働
省
が
定
め

た
保
険
診
療
で
決
め
ら
れ
て

い
る
距
離
）
と
し
、
歯
科
医

師
個
人
に
対
し
て
許
可
す
る

よ
う
措
置
す
る
こ
と

８
．
す
べ
て
の
歯
科
医
師
に

対
す
る
公
平
な
情
報
提
供
と

機
会
均
等
に
つ
い
て

•
歯
科
医
療
機
関
の
法
人
設

立
に
と
も
な
う
認
可
申
請
窓

口
を
府
の
担
当
課
や
保
険
医

協
会
で
も
行
え
る
よ
う
に
す

る
こ
と

９
．
府
の
税
制
・
融
資
制
度

枠
に
つ
い
て

•
応
能
負
担
の
原
則
に
則
り

自
主
財
源
を
確
保
し
、
府
民

税
の
一
律
大
衆
課
税
を
や

め
、
府
独
自
基
準
の
減
免
制

度
を
創
設
す
る
こ
と

に
通
知
す
る
こ
と

•
集
団
的
個
別
指
導
や
（
新

規
含
む
）
個
別
指
導
は
日
曜

日
等
に
実
施
す
る
こ
と

•
指
導
後
、
診
療
報
酬
の
自

主
返
還
を
求
め
な
い
こ
と

•
新
規
個
別
指
導
の
結
果
に

も
と
づ
く
「
再
指
導
」
を
実

　

２
０
０
７
年
に
医
療
安
全

管
理
制
度
が
義
務
付
け
ら

れ
、
院
内
体
制
の
整
備
に
厳

し
い
目
が
向
け
ら
れ
て
い

る
。
佐
久
間
氏
は
、
歯
科
の

医
療
過
誤
は
年
間
１
２
０
０

件
起
こ
っ
て
お
り
、
死
亡
に

至
る
ケ
ー
ス
は
年
間
10
件
程

度
と
類
推
さ
れ
る
と
指
摘
。

一
つ
の
大
事
故
の
裏
に
は
、

29
の
軽
微
な
事
故
と
３
０
０

の
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
が
あ
る

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
法
則
に
基

づ
き
、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
に

対
処
す
る
こ
と
で
大
事
故
を

防
止
で
き
る
、と
強
調
し
た
。

　

院
内
報
告
制
度
で
は
、
実

例
と
し
て
、
ス
ケ
ー
リ
ン
グ

で
部
位
間
違
い
を
し
た
衛
生

士
へ
の
叱
責
を
挙
げ
、「
正

し
い
対
応
か
」と
問
題
提
起
。

Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故
を

例
に
、「
あ
の
事
故
は
個
人
の

ミ
ス
を
叱
責
し
、
懲
罰
を
与

え
た
た
め
、
新
た
な
ミ
ス
を

研
修
講
座
「
歯
科
医
療
機
関

に
お
け
る
医
療
安
全
対
策
」

を
開
い
た
。
会
員
ら
50
人
が

参
加
し
た
。

ミス起こしにくい手順作成を

社保研究部

10
・
21
国
会
行
動

要
請
議
員
一
覧

【
面
談
議
員
】

　

竹
本
直
一（
衆
・
自
民
）、

服
部
良
一（
衆
・
社
民
）、
山

下
芳
生（
参
・
共
産
）、
辻
元

清
美（
衆
・
無
）

【
秘
書
対
応
】

　
（
衆
・
民
主
）平
野
博
文
、

大
谷
啓
、
長
安
豊
、
萩
原

仁
、
辻
惠
、
森
山
浩
行
、
熊

谷
貞
俊
、
熊
田
篤
嗣
、
中
野

寛
成
、
長
尾
敬
、
渡
辺
義

彦
、
吉
田
お
さ
む
、
中
川

治
、
藤
村
修
、
中
島
正
純
、

（
参
・
民
主
）藤
原
正
司
、

（
衆
・
自
民
）
松
浪
健
太
、

柳
本
卓
治
、
谷
畑
孝
、（
参

・
自
民
）
谷
川
秀
善
、
北
川

イ
ッ
セ
イ
、（
衆
・
公
明
）

佐
藤
茂
樹
、
池
坊
保
子
、

（
参
・
公
明
）
白
浜
一
良
、

石
川
博
崇
、（
衆
・
共
産
）

宮
本
岳
志
、
吉
井
英
勝

【
不
在
】（
衆
・
民
主
）大
谷

信
盛
、
樽
床
伸
二
、
稲
見
哲

男
、
村
上
史
好
、（
参
・
民

主
）
梅
村
聡
、
尾
立
源
幸
、

（
衆
・
自
民
）西
野
あ
き
ら
、

（
参
・
公
明
）
山
本
香
苗

 

（
敬
称
略
、
順
不
同
）

大
阪
府
交
渉
要
望
書

大
阪
府
交
渉
要
望
書（（
一
部
一
部

抜
粋
抜
粋

））

ミスを個人の責任にせずに業務システムの問題として捉える必要
性を訴える佐久間泰司氏（右）と、耳を傾ける参加者＝10月17日、
Ｍ＆Ｄホール


